
求職者マイページを作りませんか？

LL040818長職

求職者マイページがあると何が違うのか

検索をする毎に、就業場所や職種を
同じように設定する必要がある。

保存ができないので、もう一度見た
いときに探すのが大変。

求人検索 （マイページなし） 求人検索 （マイページあり）

①マイページに
ログイン

②保存した検索
条件を呼び出し
て検索完了

さらに、マイページがあると
求人内容を「お気に入りに保
存」することができ（３００
件まで）次回以降も求人内容
を素早く表示できます。

求人検索はハローワークインターネットサービスを利用して行います。（ｅナビ利用時も同じ）

マイページはこれだけでは無いんです。続きは裏面へ

求職者マイページの作成には、メールアドレスが必要です。職
業相談窓口でお伝え下さい。



オンラインハローワーク紹介

①「オンライン紹介」を希望したいことをハロー
ワークに連絡する。
（電話・オンライン職業相談）

条件

求職者マイページがあると紹介状の発行をハローワーク窓口
だけで無く、オンラインでも発行することができます。

オンラインハローワーク紹介までの流れ

①求人者マイページが作成されている求人に応募（約８割が該当します）
②求職者マイページが作成されている
③これまでの職業相談において、応募職種に関する職業相談を窓口で実施している。

②ハローワークにおいて応募可能かどうかを事業所に確認し、
折り返し電話連絡いたします。
応募可能な場合、求職者マイページあてに「オンラインハロー
ワーク紹介対象求人」として送付いたします。

氏名・折り返しの電話番号・求職番号
応募希望の求人番号をお伝え下さい。
※電話の場合、一度お切りします。

③「オンライン紹介対象求人」を求職活動状況か
ら確認し、『応募（ハローワーク紹介）』ボタン
をクリックします。

登録されている電話番号が、
折り返しの電話番号が違って
いる場合は事業所に連絡をせ
ず。本人確認を行います。

応募したことを把握するためハローワー
クにもう一度電話をお願いいたします。

（中略）

④「志望動機」の入力を求められますので、応募書類を別途送付する場合は
「別途送付する応募書類に記載します。（ハローワークの指示による）」
と記載して下さい。
応募書類をマイページからアップロードして送付する事も可能です。

オンラインハローワーク
紹介対象求人応募画面へ
移動します。

⑤面接日時の調整などは「新規メッセージを作
成」ボタンをクリックして、求人者にメッセージ
を送ることができます。

入力が終わり、内容
を確認の上「応募」
ボタンを押せば、応
募情報が求人者に通
知されます。

メッセージのやりとりにより
面接時間を決めて面接へ


